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 貴方が（またはあなたのご家族様が）利用しようと考えている訪問看護について、契約を

締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。 

 当事業所は利用者様に対して指定訪問看護を提供いたします。当事業所の概要や提供いた

します内容、契約上ご注意いただきたい事を次の通り説明いたします。 

 

1. 訪問看護を提供する事業者について 

事業所名 特定非営利活動法人 精神医療サポートセンター 

所在地 〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原 2－11－12 

連絡先 電話：072-493-3551 

代表者氏名 田邉 友也 

法人設立年月日 平成 19 年 6 月 8 日 

 

2. 利用者に対してのサービス提供をする事業について 

事業所名 訪問看護ステーション いしずえ町田 

所在地 〒194-0013 東京都町田市原町田 2 丁目 4-4 細野ビル 2 階 

連絡先 電話：042-707-6208 

管理者名 新田 マリア 

サービス種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

介護保険指定番号 1363290584 

サービス提供地域 

【対応エリア】 

町田市全域 

【可能な限り対応させていただくエリア】 

大和市・座間市・相模原市（緑区・中央区・ 

南区）・横浜市（青葉区・緑区） 

営業日・時間 月曜日 ～ 金曜日 9：00 ～ 18：00 

サービス対応時間 9：00 ～ 18：00 

休業日 土日祝、8/13～16、年末年始 12/30～1/7 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。 
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3．職員体制 

職 職務内容 
常勤 

非常

勤 
計 

管理者 兼 

訪問看護師 

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問

看護が行われるよう必要な管理を行いま

す。 

2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

に関し、必要な指導及び管理を行います。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため

必要な指導及び管理を行います。 

1 名  1 名 

訪問看護師 

1 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサ

ービスを提供します。 

訪問日、提供した看護内容等を記載した訪

問看護報告書を作成します。 

2 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の

医師から文書による指示を受けるととも

に、主治の医師に対して訪問看護計画書及

び訪問看護報告書を提出し、主治の医師と

の密接な連携を図ります。 

3 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の

作成を行うとともに、利用者等への説明を

行い、同意を得ます。 

4 訪問看護計画を利用者から求めがある場

合、交付します。 

5 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看

護計画の変更を行います。 

6 利用者又はその家族に対し、療養上必要な

事項について、理解しやすいように指導又

は説明を行います。 

7 常に利用者の病状、心身の状況及びその置

かれている環境の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、適切な指導を行い

ます。 

8 サービス担当者会議への出席等により、医

療保険の訪問看護においても必要な場合

は、居宅介護支援事業者と連携を図りま

す。 

9 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪

問看護報告書を作成します。 

2 名 

以上 

2 名 

以上 

2.5 名 

以上 

事務職員 
1 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務

等を行います。 

1 名 

以上 

1 名

以上 

2 名 

以上 

※看護職員常勤換算 2.5 人以上で運営いたします。 

※職員人員は適宜変更になる場合があります。 
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4．事業の目的・運営方針 

（1）目的 

利用者に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅において利用者がより自立した日常生活

を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。 

（2）運営方針 

利用者の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。訪問看護のサービス実

施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者個々の主体性を尊重して、

地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努

めます。 

 

5．サービスの内容 

（1）訪問看護計画の作成 

主治医の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、目標に応じて

具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

（2）訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

＜具体的な訪問看護の内容例＞ 

① 病状・症状の観察（思いがどのように日常生活に反映されているのかを一緒に確認） 

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 療養上の世話（食事及び排泄等の日常生活行動における援助） 

④ 褥瘡の予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ 認知症患者の看護 

⑦ 療養生活や介護方法の指導 

⑧ カテーテル等の管理 

⑨ その他医師の指示による医療処置 

 

6. 介護保険と医療保険の違い 

・要支援、要介護認定を受けた方は、介護保険によりサービスを提供いたします。 

・以下の方は医療保険でサービスを提供いたします。 

① 精神科訪問看護 

② 40 歳までの方とご家族 

③ 40 歳以上でも、要支援・要介護に該当しない方 

④ 要支援、要介護者のうち、末期がんの方、厚生労働大臣が定める疾患などの方、病

状の急性憎悪の方（14 日以内） 

⑤ 病的な妊産婦と乳幼児 
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7. サービス利用料金 

●医療保険 

（1）社会保険・国民健康保険の場合 

 基本料療養費 1 回毎  4250 円（30 分未満） 5550 円（30 分以上） 

 ※精神科訪問看護以外の場合は、週 3 日目まで 5550 円（30 分以上のみ） 

 管理療養費 1 回毎 管理療養費Ⅰ 3000 円／管理療養費Ⅱ 2500 円（月の初回のみ 7670 円） 

 複数名訪問看護加算 1 回毎  4500 円（30 分以上）   

 夜間（18：00～22：00）早朝（6：00～8：00）訪問加算 1 回毎  2100 円 

 深夜（22：00～6：00）訪問加算 1 回毎  4200 円 

 長時間訪問看護加算（特別指示の場合のみ）1 回ごと 5200 円 

 

※利用者様負担額は医療費全体の 3 割です。 

※加算内容によって料金が変動します。 

※上記保険で自立支援医療適応の場合、公費負担があります。        

※後期高齢医療受給者の場合は 1 割（所得によって 2 割もしくは 3 割）負担になります。 

※生活保護の場合、自己負担はありません。 

※疾患の内容、症状、状況により加算がある場合は上記料金に変動がある場合があります。 

※訪問看護の訪問回数は、利用者、主治医と協議して決定します。 

 医療保険使用の場合は原則として 1 日 1 回、週 3 回まで保険適応となっています 

（特定疾患や急性憎悪などの場合はこの限りではありません）。 

※尚、制度の変更、改正に伴い上記事項が変更される場合もあります。 

 

・24 時間対応体制加算について 

営業時間外の夜間・深夜・早朝の電話相談や訪問は希望者のみの契約となり、上記料金に加

えて法律に基づいた「24 時間対応体制加算」の料金が必要となります。 

24 時間対応体制加算 6800 円（1 月につき）  

緊急に訪問した場合 2650 円：1 日 1 回/月 14 日目まで／2000 円：1 日 1 回/月 15 日目以降 

 

・その他の加算について 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円（1 月に 1 回） 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 780 円（1 月に 1 回） 

特別管理加算：2500 円 （重症度の高い場合：5000 円）（1 月に 1 回） 

ターミナルケア療養費Ⅰ：25000 円 ターミナルケア療養費Ⅱ：10000 円（1 月に 1 回） 

専門管理加算：2500 円（1 月に 1 回） 
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・情報提供療養費について 

利用者の居住地の市町村等に対し、訪問看護に関する情報を提供するものです。 

情報提供療養費・・・・1500 円（1 月につき） 

 

・訪問に伴う交通費について 

訪問についての交通費は原則無料です。 

 

 

・キャンセルの場合 

場合によってはキャンセル料（自己負担額分）が発生する場合がありますので、前日までに

連絡をお願いいたします。 

 

8．利用料金のお支払い方法  

⑴ 訪問看護料のお支払いについて 

  【お支払い方法】 

銀行による「引き落とし」にてお支払いただく。 

※月によって異なりますが、毎月 20 日～23 日ごろの引き落としとなります。 

  （引き落としを請け負う“三菱 UFJ ファクター”の都合により、日数のばらつきがあり

ますがご容赦願います） 

   ※引き落とし手数料 99 円をご負担いただきます。 

⑵ お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので必ず保管されますよう 

お願いいたします（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります）。 

 

※利用料の滞納について 

利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料を 1 ヶ月以上滞納した場合において、 

事業者が利用者に対して 2 週間以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず金額の 

支払いがないとき、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、金額の支払い 

があるまで利用者に対する訪問看護の全部または一部の提供を一時停止いたします。 

 

9．看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

（1）利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

（2）利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受 

（3）身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者などの生命や身

体を保護するために緊急、やむを得ない場合を除く） 

（4）利用者または家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 



 - 6 - 

10．サービスの提供にあたって 

（1）サービスの提供に先だって、各種保険証に記載された内容を確認させていただきます。 

  被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。 

（2）契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。尚、居宅サービス計画を依頼して

いる場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（3）主治医の指示に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて「訪問看護計画」を作成い

たします。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者または家族にその内容を説明いた

しますので、ご確認いただくようお願いいたします。 

（4）サービスの終了 

  ①ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の 2 週間前までに、文書でお申し出ください（文書でのお

申し出後、主治医に報告いたします。主治医の指示で訪問を開始しておりますので、終

了時にも連携を取っております）。 

  ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

  やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があ

ります。その場合は、終了日の 1 ヶ月前までに文書で通知いたします。 

  ③自動終了（以下に該当する場合は、通知がない場合でも自動的にサービスが終了しま

す） 

  ・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

  ・ご利用者様が亡くなられた場合 

  ④契約解除 

  ・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ 

ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や当事業 

所が破産した場合は文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解除すること 

ができます。 

  ⑤その他 

  ・ご利用者様が病気・怪我などで健康上に問題がある場合やサービス当日の健康チェ 

ックの結果、体調が悪い場合サービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービス 

の変更または中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連 

絡するとともに必要な措置を適切に行います。 

  ・ご利用者様に他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が 

  明らかになった場合は、治癒するまでサービスのご利用はお断りする場合があります。 
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11．虐待の防止について 

事業所は利用者の人権の擁護・虐待防止等の為に次にあげる通り必要な措置を講じます。 

（1）虐待に関する責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者・・・・管理者 新田 マリア 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決体制を整備しています。 

（4）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

12．事故発生時の対応について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家 

族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。又、賠償すべき事故が発生した場合 

は、損害賠償を速やかに行います。尚、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

13．秘密保持と個人情報の保護について 

 

利用者およびその家族に関する

秘密の保持について 

①事業者は利用者の個人情報について「個人情報の保

護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り

扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り

扱いに努めます。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」と 

いう）は、サービスを提供するうえで知り得た利用 

者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に 

漏らしません。 

③この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終 

了した後においても継続します。 

④事業者は従事者に業務上知り得た利用者または家 

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び 

従業者でなくなった後においても、その秘密を保持 

するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

個人情報の保護について 

①事業者は利用者から予め同意を得ない限りサービ 

ス担当者会議等において、利用者及び家族の個人情 

報は用いません。 

②事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が 

含まれる記録物については、善良な管理者の注意を 

持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を 

保険会社名    東京海上日動火災保険株式会社 

保険名      賠償責任保険 
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防止するものとします。 

③従業者が管理する情報については利用者の求めに 

応じてその内容を開示することとし、開示の結果、 

情報の訂正、追加または削除を求められた場合は遅

滞なく調整を行い、利用目的の達成に必要な範囲で

訂正等を行うものとします。 

 

個人情報利用について 

 

＜個人情報を利用する目的＞ 

事業者が介護保険法に関する法令、訪問看護に関わる法令などに従い、私の居宅サービス計

画及び訪問看護計画などに基づき、訪問看護等を円滑にするために行うサービス担当者会議

やカンファレンス、訪問看護の報告・情報提供など、訪問看護の一連の業務などに必要な場

合。 

 

＜利用にあたっての条件＞ 

（1）個人情報の提供は、1 に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め情報提供の際に 

は関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（2）事業者は、個人情報を利用した会議、相手方、内容などを記録しておくこと。 

 

＜個人情報利用範囲＞ 

私及びその家族の個人情報利用については、解決すべき問題や課題など情報を共有する必要

がある場合、および以下の場合に用いらせていただきます。 

 

・適切なサービスを円滑に行うために、連携が必要な場合の情報共有のため 

・サービス提供に掛かる請求業務などの事務手続き 

・サービス利用にかかわる管理運営のため 

・緊急時の医師・関係機関への連絡のため 

・ご家族及び後見人様などへの報告のため 

・当社サービスの、維持・改善にかかる資料のため 

・当社の職員研修などにおける資料のため 

・法令上義務付けられている関係機関からの依頼があった場合 

・損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合 

・特定の目的のために同意を得たものについては、その利用目的の範囲内で利用する 

（看護大学、その他学生の実習、関係機関などの見学依頼などに関する同行訪問、学会や学

術集会などの発表のための資料など） 
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14. 緊急時の対応方法について 

当事業所におけるサービスの提供中に利用者に容体の変化などがあった場合は、事前の打

ち合わせによる主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 

 

利
用
者
の
主
治
医 

氏  名  

所属医療機関の名称  

所 在 地 
 

 

電話番号  

 

緊
急
連
絡
先 

氏  名  

住  所  

電話番号  

続  柄  

 

15. 身分証携帯義務 

訪問看護員は常に身分証を携帯し、利用者及び利用者の家族から求められた場合はいつでも

身分証を提示します。 

 

16. サービス提供に関する相談、苦情について 

（1）提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるた 

めの窓口を設置します。 

（2）相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

【体制】 

  指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な 

  措置を講じるものとする。 

  事業所は提供した指定訪問看護に関し、法第 23 条の規定により市町村が行う文書そ 

  の他の物件の提出、提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問、照会に応じ、市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、 

  当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 
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 【手順】 

① 利用者より連絡を受けた者が内容を確認する。 

② 管理者（新田 マリア）へ即時報告する。 

③ 連絡を受けた管理者は、直ちに対応する。 

④ 管理者にて解決不可と判断した場合は、 

遅滞なくその旨を統括責任者（代表理事：田邉 友也）へ報告する。 

  ⑤ 報告を受けた統括責任者は自らが対応するか、管理者へ指示を出すなどし、即時解

決に向けて対応するものとする。 

 （3）苦情申し立ての窓口 

【事業者の窓口】 

 

訪問看護ステーション いしずえ町田 

管理者：新田 マリア 

所在地 〒194-0013 東京都町田市原町田 

2 丁目 4-4 細野ビル 2 階 

電話番号  042-707-6208 

受付時間 9：00～18：00 

ただし、土日・祝日及び 8 月 13 日～8 月 16

日、12 月 30 日～1 月 7 日を除く 

【公的団体の窓口】 

 

東京都国民健康保険団体連合会 

介護相談指導課 

 

 

所在地 〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋

3-5-1 東京区政会館 11階 

電話番号 03-6238-0177  （苦情相談担当) 

【保険者の市町村の窓口】 

 

町田市役所 

  

所在地 東京都町田市森野 2-2-22 

 

電話番号 042-722-3111 

 

 

 

17. サービス提供における事務所の義務 

・当事業所は職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また、業務体制 

を整備いたします。 

 ・訪問看護実施中に利用者様の病状に、急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに 

主治医に連絡し、適切な処置を行います。 


